
建築基準適合判定資格者の登録にかかる
国家資格システムを利用したオンライン申請における
ご不便に関するお詫びとお知らせ
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＜現在発生している事象について＞

現在、建築基準適合判定資格者の登録について、国家資格システ
ムを利用したオンライン申請を行う場合、申請者は、一人につき
「一級」または「二級」のいずれか一方しか、当該システムを利用した
オンライン申請ができない事象が生じております。

現在、デジタル庁とシステム改修に向けた検討を行っており、現時点
では令和８年度中の早期にこの完了を見込んでおります。
（具体的な時期については、改めてお知らせいたします。）
システム改修が完了するまでの間、一級、二級の両方をオンラインで
の申請を希望される場合は、必ず以下をご確認ください。

※ なお、事情により一級、二級いずれの資格についてもオンライン申請を希望される場合
は、申請先の地方整備局へご連絡ください。また、紙での申請は可能となりますので、そちら
の利用もあわせてご検討ください。

①

（一級、二級いずれも合格済み
で）

一級、二級いずれか一方を
オンライン申請で登録済の
方
（一方は未登録）

一級を登録済みの方

・二級の登録をお急ぎでない場合
は、システム改修後に二級の申請
手続きを実施していただきますよう

お願い申し上げます。

二級を登録済みの方
・対象となる方はおりません。

②
（一級、二級いずれも合格済みで）

一級、二級いずれも未登録の方

・まずは一級の申請手続きを実施して
いただきますようお願い申し上げます。
・一級の登録に加え、二級の登録も
希望される方で、お急ぎでない場合は、
システム改修後に二級の申請手続きを
実施していただきますようお願い申し上

げます。



3

＜システム改修に伴う影響について＞

システム改修に伴い、「既に二級をオンライン申請で登録済みの

方」及び「今後、二級をオンラインで申請予定の方」は、システム改修
後に改めて、マイナポータルにて簡易的な手続きをお願いする可能性が
ございますので、ご承知おきください。

このため、「今後、二級をオンラインで申請予定の方」におかれまして
は、二級の登録をお急ぎでない場合は、システム改修後に二級の申請
手続きを実施することもご検討いただきますようお願い申し上げます。

※システム改修後に必要となる手続を行う際の手数料は不要です。
※なお、資格を利用するため、登録を急がれる場合は、速やかな申請をお願い申し上げま
す。
（その際、二級の申請手続を紙申請で行う場合は、システム改修の改めての作業は不要
となりますが、都道府県及び市町村の職員以外は、オンライン申請の場合と手数料が異な
りますので、ご留意ください。）

具体的な手続きついては、システム改修後における対応の詳細が
決まり次第、改めてご案内させていただきます。

この度は、建築基準適合判定資格者の登録にかかる国家資格シス
テムを利用したオンライン申請においてご不便をおかけし誠に申し訳ござ
いません。

＜本件に関する問い合わせ先＞
国土交通省住宅局建築指導課 指導係
03-5253-8111（代表）



申請区分フロー



ご自身の申請内容に応じてマニュアルの該当箇所を確認してください

5

既に建築基準適合判定資格者としての
登録を受けている

はい

いいえ

新規登録申請を行います
（ｐ.1９～）

初期設定申請を実施済である

はい

いいえ

変更申請や再交付申請を行うことができます
（変更申請 ｐ.３５～)
（再交付申請 p.５７～）

変更申請、再交付申請を行いたい

はい

いいえ

初期設定申請を行います（ｐ.９～）

※ 初期設定申請はマイナンバーカードと国家資格の情報を連携す
るための手続きであり、変更手続きとは異なります。
住所等の変更があった場合は、初期設定完了後に必ず住所等の変
更手続きを行ってください。



オンライン申請前の下準備



申請前の下準備（マイナポータルのメール通知設定）

①メニューのメール通知を選択します

マイナポータルから以下通知を受けとるためには本作業が必要です。

②マイナポータルから通知を受け取りたいメールアドレスを設定します

・申請受付完了通知
・申請内容不備通知
・手数料等の入金依頼通知

7



③通知内容の「行政機関等からのお知らせ」にチェックをつけ、「OK」を押下します

補足

行政機関等からのお知らせに
チェックがない場合、申請受付
通知等が届きません。

④通知設定を完了します

8



初期設定申請



10

初期設定申請について

既に建築基準適合判定資格者としての登録を受けている方は、「変更申請」「再交付申請」
を行う前に初期設定申請を行う必要があります。（新規登録申請を行う方は本手続きは不要
です。）

初期設定申請は、マイナポータルにてご自身のマイナンバーカードと国家資格の情報を連携
するための設定（初期設定）となります。



マイナポータルログイン後トップページのさがすを選択します

さがす画面が表示されます
証明書を選択します

サービス・機能一覧が表示されます
国家資格の登録・各種申請を選択します

11



国家資格画面の「資格を追加する」ボタンを押下します

追加可能な国家資格一覧から建築基準適合判定資格者を選択します

国家資格 建築基準適合判定資格者画面の「手続きをはじめる」ボタンを押下し、
手続きをはじめます

12



登録状況を選択します 補足

提出先を選択します

初期設定申請の場合、
「資格管理団体へ登録して
いる」を選択してください。

補足

「申請方法を確認する」
を押下すると、国土交通省HP
に遷移します。

https://www.mlit.go.jp/juta
kukentiku/build/jutakukenti
ku_house_fr_000213.html

HPからご自身の申請の提出先
を確認してください。

13

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html


手続きに必要なものを確認します

マイナンバーカード情報を読み取ります

14



読み取った情報を確認します

申請情報を入力します

補足

登録証は、PDFデータのみ
添付可能です。

登録番号は半角英数字で入力
してください。

15

補足



申請情報を確認します

申請の同意をします

16



署名を付与します

申請を完了します

17



申請状況の確認

補足

マイナポータルの「やること」
から、申請手続きの処理状況を
確認することが出来ます。

18



新規登録申請

19



20

マイナポータルトップ画面～申請画面までの
操作方法はｐ.１１～１２をご確認ください。



登録状況を選択します

新規登録申請の場合、
「資格管理団体へ登録していない」
を選択してください

補足

提出先を選択します

補足

「申請方法を確認する」
を押下すると、国土交通省HP
に遷移します。

https://www.mlit.go.jp/juta
kukentiku/build/jutakukenti
ku_house_fr_000213.html

HPからご自身の申請の提出先
を確認してください。

21

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html


手続きに必要なものを確認します

マイナンバーカード情報を読み取ります

22



読み取った情報を確認します

23



申請情報を入力します

補足

赤枠部分はマイナンバー情報が
自動転記されます。

24

補足

申請項目に応じて入力文字制限が
設定されています

●電話番号
半角10桁または11桁（-不要）

●郵便番号
半角7桁（₋不要）

●勤務先住所
数字、ハイフンを含めて全角で

入力してください

無職以外の方は必ず入力
してください。

補足



補足

国家資格システムでは、JIS第一
水準～第四水準及び補助漢字以外
の文字を表示することが出来ませ
ん。
そのため、外字表記希望を「希望
する」と回答いただいた場合も、
ご希望の漢字で登録証を発行でき
ない場合がございます。
（例：「髙」）

申請項目に応じて入力文字制限が
設定されています

●合格時期
西暦4桁

●合格通知日付
合格通知書または証書に記載さ
れている日付を西暦で入力して
ください

●合格通知番号
半角英数のみ入力可能です

25

補足

補足

赤枠部分はマイナンバー情報が
自動転記されます。



26



27



●紙による登録証の交付について

オンライン申請の場合はデジタル登録証を交付します。

デジタル登録証に加えて別記52号様式による登録証の交付を希望する場合は、
紙による登録証の交付の希望欄の「希望する」を選択してください。

別記52号様式による登録証の交付を希望する場合、返信用の切手（530円分）
を貼付した返信用封筒（角形2号）を申請先の地方整備局宛てに郵送してくださ
い。

※郵送がない場合には、登録証の交付が出来かねます。

●決済パターンについて

ご自身の申請に応じた区分を選択してください。申請先による審査完了後、
マイナポータルより入金依頼を行いますので、期限内（１４日以内）に決済を
行ってください。（決済方法はクレジットカード決済となります。）

28

補足



29

●添付資料について

本籍地の記載のある住民票の写しの添付は「原則不要」です。
提出先から個別に提出依頼があった場合のみご対応をお願いします。

●実務経歴書について
令和６年以降の合格者は登録時に実務経験の審査を行います。
国土交通省HPに掲載されている実務経歴書Excelデータをご記入のうえ、
PDFデータを添付してください。

補足



申請情報を確認します

略

30



申請の同意をします

31



署名を付与します

申請を完了します

32



申請状況の確認方法について

補足

「やること」の進行中手続きより
申請手続きの処理状況を確認する
ことが出来ます。

33



34

決済について

申請先の審査が終了した時点で、申請者宛てに決済依頼が行われます。
（p.4のメール設定を行った場合、登録したメールアドレス宛てにメールが送付されます。）



変更登録申請
（住所、勤務先の変更又は
所在地の変更申請）



マイナポータルログイン後トップページのさがすを選択します

さがす画面が表示されます
証明書を選択します

サービス・機能一覧が表示されます
国家資格の登録・各種申請を選択します

36



37

国家資格画面の「建築基準適合判定資格者」ボタンを押下します

ページ下部の「資格（又は免許）の手続き」から登録情報を変更するを選択します



変更内容に応じた手続きを選
択してください。

「申請方法を確認する」
を押下すると、国土交通省HP
に遷移します。

https://www.mlit.go.jp/juta
kukentiku/build/jutakukenti
ku_house_fr_000213.html

HPからご自身の申請の提出先
を確認してください。

補足

対象の手続きを選択します

38

手続きに必要なものを確認します

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html


マイナンバーカード情報を読み取ります

39

読み取った情報を確認します



40

申請情報を入力します

補足

赤枠部分はマイナンバー情報が
自動転記されます。



41

無職以外の方は必ず入力
してください。

補足

補足

数字、ハイフンを含めて全て
全角で入力してください

●勤務先住所



42

申請情報を確認します

略



申請の同意をします

43



署名を付与します

申請を完了します

44



変更登録申請
（氏名、本籍地の変更）



マイナポータルログイン後トップページのさがすを選択します

さがす画面が表示されます
証明書を選択します

サービス・機能一覧が表示されます
国家資格の登録・各種申請を選択します

46



47

国家資格画面の「建築基準適合判定資格者」ボタンを押下します

ページ下部の「資格（又は免許）の手続き」から登録情報を変更するを選択します



変更内容に応じた手続きを選
択してください。

「申請方法を確認する」
を押下すると、国土交通省HP
に遷移します。

https://www.mlit.go.jp/juta
kukentiku/build/jutakukenti
ku_house_fr_000213.html

HPからご自身の申請の提出先
を確認してください。

補足対象の手続きを選択します

48

手続きに必要なものを確認します

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html


マイナンバーカード情報を読み取ります

49

読み取った情報を確認します



申請情報を入力します

補足

氏名欄はマイナンバー情報が自動
転記されます。
マイナンバーカード情報の変更手
続き完了後に変更申請を行ってく
ださい。

50

補足

本籍地都道府県の変更がある方
⇒ 変更後都道府県を選択

本籍地都道府県の変更がない方
⇒ 現在の本籍地都道府県を選択



51

●紙による登録証の交付について

オンライン申請の場合はデジタル登録証を交付します。

デジタル登録証に加えて別記52号様式による登録証の交付を希望する場合は、
紙による登録証の交付の希望欄の「希望する」を選択してください。

別記52号様式による登録証の交付を希望する場合、返信用の切手（530円分）
を貼付した返信用封筒（角形2号）を申請先の地方整備局宛てに郵送してくださ
い。

※郵送がない場合には、登録証の交付が出来かねます。

●決済パターンについて

ご自身の申請に応じた区分を選択してください。申請先による審査完了後、
マイナポータルより入金依頼を行いますので、期限内（１４日以内）に決済を
行ってください。（決済方法はクレジットカード決済となります。）

補足

補足

変更後の登録証について旧姓併記
を希望される場合は、備考欄に
「旧姓併記を希望する」と
記載してください。



52

補足

戸籍謄本、戸籍妙本、本籍地の記
載のある住民票の写しの添付は
「原則不要」です。

補足

都道府県または市町村の職員の方
は職員証の写しを添付してくださ
い。



申請情報を確認します

53

略

こくど しょうこ

国土 省子

東京



申請の同意をします

54



署名を付与します

申請を完了します

55

補足

紙の登録証をお持ちの方は、
オンライン申請後、書き換え対象
となる現在お持ちの紙の登録証を
申請先の地方整備局宛てに郵送し
てください。



56

決済について（変更申請の場合、自治体職員以外の方が対象）

申請先の審査が終了した時点で、申請者宛てに決済依頼が行われます。
（p.4のメール設定を行った場合、登録したメールアドレス宛てにメールが送付されます。）

決済は期限内に必ず行ってください。
決済期限を超過した場合、その申請は不備となり、再度申請を行う必要が生じます。
領収書は発行されませんので、必要がある場合はお支払い完了画面を保存してください。



再交付申請



マイナポータルログイン後トップページのさがすを選択します

さがす画面が表示されます
証明書を選択します

サービス・機能一覧が表示されます
国家資格の登録・各種申請を選択します

58



59

国家資格画面の「建築基準適合判定資格者」ボタンを押下します

ページ下部の「資格（又は免許）の手続き」から資格者証を再発行するを選択します



60

対象の手続きを選択します



61

対象の手続き、手続きに必要なものを確認します

マイナンバーカード情報を読み取ります



読み取った情報を確認します

62



63

申請情報を入力します

補足

赤枠部分はマイナンバー情報が
自動転記されます。



64



65

●紙による登録証の交付について

オンライン申請の場合はデジタル登録証を交付します。

デジタル登録証に加えて別記52号様式による登録証の交付を希望する場合は、
紙による登録証の交付の希望欄の「希望する」を選択してください。

別記52号様式による登録証の交付を希望する場合、返信用の切手（530円分）
を貼付した返信用封筒（角形2号）を申請先の地方整備局宛てに郵送してくださ
い。

※郵送がない場合には、登録証の交付が出来かねます。

補足



66

申請情報を確認します

中略



申請の同意をします

67



署名を付与します

申請を完了します

68

補足

汚損した登録証をお持ちの方は、
オンライン申請後、申請先の地方
整備局宛てに汚損した紙の登録証
を郵送してください。



69

決済について（再交付申請の場合、自治体職員以外の方が対象）

申請先の審査が終了した時点で、申請者宛てに決済依頼が行われます。
（p.4のメール設定を行った場合、登録したメールアドレス宛てにメールが送付されます。）

決済は期限内に必ず行ってください。
決済期限を超過した場合、その申請は不備となり、再度申請を行う必要が生じます。
領収書は発行されませんので、必要がある場合はお支払い完了画面を保存してください。



よくある問い合わせ
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Q2

A2

申請内容を保存することはできますか。
（申請の一時中断後、途中まで入力した内容を利用することができるか。）

マイナポータル上から申請を取り消すことは出来かねます。
誤って申請をしてしまった場合は、申請先の地方整備局にご連絡をお願いいたします。

Q1

A1

申請時にエラーが発生してしまいました。問い合わせ先を教えてください。

○申請先の地方整備局にお問い合わせください。
建築：建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について - 国土交通省

なお、マイナポータルに関するお問い合わせは以下窓口までお問い合わせください。
マイナンバー制度に関するお問合せ｜デジタル庁

Q3

誤って申請をしてしまったのですが、申請を取り消すことはできますか。
（申請内容の誤りのほか、申請先の誤りも含む。）

A3

可能です。（保存して中断するボタンを押下すると、申請データがdatファイ
ルとしてダウンロードされます。保存した申請データを利用して手続きを再開
する場合は、「国家資格一覧」画面または「追加可能な国家資格一覧」画面か
ら建築基準適合判定資格者を選択後、表示される画面内の「手続きを再開す
る」ボタンを押下し、申請データをアップロードする必要があります。）

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000213.html
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact
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Q4

決済期限が切れてしまった場合、申請を再度行っていただく必要がございます。
申請方法は初回申請と同様となりますので、本マニュアルp.2より、ご自身が
行う申請内容に応じた手続きをご確認ください。

A4

決済期限が切れてしまい再申請となってしまいました。
この場合の対応方法について教えてください。
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